
ドイツ法における報告義務と顛末報告義務 (1)
――他人の事務を処理する者の事後的情報提供義務の手がかりを求めて一一
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I 序 言

法律関係の一方当事者による他方当事者に対する情報の提供が要請される場

合が存在する。

我が国の民法645条は,委 任契約について,「受任者ハ委任者ノ請求アル トキ

ハ何時ニテモ委任事務処理ノ状況ヲ報告シ又委任終了ノ後ハ遅滞ナク其顛末ヲ

報告スルコトフ要ス」と規定している。受任者は,事 務処理の状況の報告義務

(報告義務)と 顛末の報告義務 (顛末報告義務)を 負う。前者は,委 任終了前

に委任者の請求に基づいて履行されるべきであるのに対 して,後 者は,委 任終

了後に委任者の請求を待たずして履行されるべきであるという点に差異が存在

するが,い ずれも,受 任者が委任者に対 して,既 に行った行為について事後的
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に情報を提供する義務であるという点で共通する。これらの義務は,委 任事務

処理の状況を委任者に報告することによって,爾 後の事務処理に委任者の意向

が反映されることを可能にしたり0,受 任者が適切な事務処理を行ったか否か

を明らかにし,そ の責任の存否を判断する材料を委任者に提供することを目的

とするものであると理解されているの。

同条は,準 委任契約における受任者 (656条),業 務執行組合員 (671条),事

務管理の管理者 (701条),限 定承認後の限定承認者 (926条2項),放 葉後の相

続放棄者 (940条2項),財 産分離後の相続人 (944条2項),遺 言執行者 (1012条

2項)と いった他人の事務を処理する者について準用されている0。

現代においては,社 会環境の複雑化に伴って,個 人の処理すべき事務は多様

化 ・高度化 している。そのために,そ の者本人の能力だけでは適切に対処でき

ず,他 からの助力を得る必要性のある場合が増大している。従って,他 人の事

務を処理する法律関係の重要性は,高 まっており,事 務の本人が,他 人の事務

を処理する者の行為をコントロールしたり,そ の責任を追及したりする機会を

実質的に保障されることは,強 く要請されるの。そこで,事 務の本人の意向を

爾後の事務処理に反映させることを可能にしたり,他 人の事務を処理する者の

責任存否の判断材料を事務の本人に提供することを目的とする事後的な情報提

供義務について論じることは,必 要かつ有益なことであると思われる。

もっとも,従 来,我 が国において,主 として論じられてきたのは,将 来のリ

スクに関する情報提供義務についてであった。

例えば,投 機的性格を有する金融商品を勧誘 ・販売する際には,金 融業者に

よる顧客に対する情報の提供が要請されるし0,フ ランチャイズ契約を締結す

る際には, フランチャイザーによるフランチャイジーになろうとする者に対す

る情報の提供が要請される0。 これらはいずれも,契 約締結過程において,当

事者間に情報の収集 ・蓄積能力や情報分析能力の格差が存在する場合であり,

信義則に基づいて,将 来の契約締結に伴うリスクについての情報提供義務が課

せられるものと理解されているの。

さらに,契 約締結後に,契 約の一方当事者による他方当事者に対する情報の
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提供が要請される場合も存在する。例えば,一 定のリスクを伴う治療行為の前

には,治 療の方法 ・効果,あ るいは,副 作用の有無等について,医 師による息

者に対する情報の提供 (説明)が 義務づけられる0。 これは,診 療契約の当事

者である医師の息者に対する義務であるが,こ こでも,将 来の行為に伴うリス

クについての情報の提供が問題となっている。

これに対 して,法 律関係 (とりわけ,契 約)の
一方当事者が他方当事者に対

して,既 に行った行為に関して事後的に情報を提供する義務 (報告義務 ・顛末

報告義務)に ついては,明 文の定めがある場合に義務の存在が指摘されるにと

どまり0,十 分な議論が行われてきたとはいえない状況にある。

例えば,医 師による患者に対する診療録の開示は,将 来のリスクについての

情報の提供とは異なる性質のものであるとの指摘がなされておりQO,医 師は息

者に対する診療情報の提供の一方法として,診 療録の開示を義務づけられるの

か否かが問題とされる(lD。医師の息者に対する診療情報の提供義務は,民 法645

条 (656条による準委任契約への準用)に よつて基礎づけられる力まり,手 がか

りとなる報告義務 ・顛末報告義務自体について実質的な考察は加えられていな

▼ヽ。

このような状況にある我が国においては,他 人の事務を処理する法律関係に

おける他人の事務を処理する者の事後的な情報提供義務について,ど のような

場合に課せられるのか,そ の根拠は何か,ま た,そ の内容,及 び,機 能はどの

ようなものであるのかといつた問題を解明する必要性がある。

以上のような日本法における問題状況にとつて, ドイツ法の考察は有益なも

のであると思われる。 ドイツ法の状況を概観しつつ,そ の理由を示すと以下の

とおりである。

第一に, ドイツ法においては,権 利者が自己の権利に関する情報を十分に有

していないために,そ れを行使 ・実現することが不可能 ・困難である場合一般

について,義 務者による権利者に対する情報の提供が広 く要請さだ略),そのな

かで, とり、わけ,他 人の事務を処理する法律関係において,事 務の本人が,他

人の事務を処理する者の行為をコントロールしたり,そ の責任を追及したりす
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ることを可能にするために,他 人の事務を処理する者による事務の本人に対す

る報告 ・顛末報告が要請されるという状況にある。従って,他 人の事務を処理

する者の事務の本人に対する報告義務 ・顛末報告義務を類似する問題状況のな

かで,相 対化するための視点を得ることができると考えられる。

第二に, ドイツ民法典 (以下,BGBと する)に は,委 任契約をはじめとす

る他人の事務を処理する法律関係に限らず,報 告義務 ・顛末報告義務について

の規走が数多く置かれている。 ドイツ法においては,裁 判例によって,当 初は,

これらの規定に依拠してであったが,後 には,一 般条項に依拠して,個 別の規

定がない場合についても,報 告義務 ・顛末報告義務の妥当範囲が拡張された。

このようなドイツ法の状況からは,報 告義務 ・顛末報告義務が課せられる実質

的な根拠はどのようなものであるかを考察するための手がかりが得られるので

はないかと考えられる。

第三に, ドイツ法においては,BGB成 立後の早い時期から,BGBの 規定状

況,及 び,裁 判例を手がかりとして,基 礎にある法律関係の類型に応じて,報

告義務 ・顛末報告義務の内容,果 たすべき機能等が明らかにされており,そ の

なかで,他 人の事務を処理する者の報告義務 ・顛末報告義務の特徴も示されて

いる。このようなドイツ法の議論の全体像をみていくことによって,報 告義務

・顛末報告義務の具体的内容や実際に機能する局面を視野に入れつつ,我 が国

における他人の事務を処理する者が負う事後的情報提供義務を論ずる際の方向

性を見いだすことができるように思われる。

以下では,ま ず,報 告義務 ・顛末報告義務についてのBGBの 規定状況を示

し,そ の基礎にある考え方を明らかにする (I)。次に, ドイツ法における報

告義務 ・顛末報告義務について,他 人の事務を処理する者が負うものに限定せ

ずに,学 説 ・裁判例の展開を辿 り,そ の上で,他 人の事務を処理する者の報告

義務 ・顛末報告義務の特徴を明らかにする (皿)も最後に, ドイツ法のまとめ

を行い,我 が国において,他 人の事務を処理する者の事後的情報提供義務を考

察するための手がかりを探ることとする (IV)。
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(1)東 京地判昭和54年5月30日判夕394号93頁は,弁 護士の依頼者に対する報告義務に

ついて,「委任事務処理の状況を報告 し,爾 後の事務処理方針について依頼者と打

合わせるなどして,事 件処理について依頼者の意向が十分反映されるように努める

べきであ」るとの見解を示し,訴 訟の進行状況を一度も直接依頼者に報告しなかっ

た弁護士の責任を肯定した。同様の趣旨の見解を示した裁判例として,東 京地判平

成4年4月28日判夕811号156頁がある。

(2)東 京地判昭和30年4月11日下民集6巻4号56頁は,民 法645条の 「報告は受任者とし

て善良な管理者の注意をもつて業務の執行をしたかどうかを明らかにしその責任の

存否を判断する資料を委任者に提供するものに外ならない」とする。

(3)報 告義務 ・顛末報告義務に関するその他の規定として,936条 3項 (926条2項の共

同相続財産管理人への準用),954条 (相続財産管理人の報告義務)が ある。また,

863条1項は,後 見監督人,ま たは,家 庭裁判所は,い つでも,後 見人に対 して,後

見の事務の報告, もしくは,財 産目録の提出を求めることができる旨を定めている。

さらに,828条 (親権者),870条 (後見人),956条 2項 (相続財産管理人)は ,財 産

管理の終了に際して,財 産の管理によって取得 した収入と支出した費用の計算を行

い,そ の結果を報告する義務,す なわち,管 理の計算 (報告)義 務について定めて

いる。これらは,い ずれも,他 人の事務 (主として,財 産管理事務)を 処理する者

についての規定である。

(4)一 方当事者が他方当事者から信頼を受けて一定の権限を付与され,そ の者のため

に事務を処理する法律関係において,他 人の事務を処理する者の裁量を尊重しつつ

適正な権限の行使を確保することが,最 大の要請であることが指摘されており,こ

のような要請に応えるものとして,忠 実義務と情報提供義務とが位置づけられてい

る。すなわち,金 融取引における信託の今日的意義に関する法律問題研究会 「金融

取引における受認者の義務と投資家の権利」金融研究17巻1号 (1998)82頁 以下は,

「信頼 して権限を委ねるというのが信認関係の本質であり,そ こでは,信 頼に応え

て適切な権限行使ができるよう,受 認者に相当程度の裁量を与えることが前提となっ

ている。かかる仕組みが必然的に持つ課題として,受 認者の権限が投資家のために

行使されるようにすることが必要となる。」「受認者の公正な権限行使を確保するこ
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と」「が,信 認関係を維持するうえで非常に重要であると言える。その手段として,

英米においては,受 認者の忠実義務 (duty of loyalty)が取 り上げられてきた」と

する。また,岩 藤美智子 「ドイツ法における事務処理者の誠実義務一一 日本法にお

ける委任契約の受任者の忠実義務を考察するための基礎的作業として一一」神戸法

学48巻3号 (1998)672頁以下は, ドイツ法においては,「事務処理者が裁量,及 び,

事務本人の権利領域への作用可能性を有していること,す なわち,事 務処理者の行

為によつて,事 務本人の利益が危険に晒されること」を根拠として 「事務本人が晒

される危険を縮減する機能を有」する 「特別の誠実義務が事務処理者に課される」

との分析を示し,我 が国においても,委 任契約の受任者の義務として忠実義務を積

極的に位置づけていくべきであるとの主張を行う。さらに,樋 口範雄 『フイデユシャ

リー[信認]の時代』(有斐閣 ・1999)241頁以下は,「信認法の最大のデイレンマ」

は,「受認者の裁量を尊重 しつつ,そ の濫用や背信をいかにして防ぐかにある」と

述べる。そして,「信認法の最大の課題は,受 認者の信認違反を防止 し,い つたん

発生した信託違反への救済を図るところにあつた」(同46頁)と し,「情報請求権は,

受託者やパー トナー,さ らには代理人などの受認者に対するモニタリングの手段で

ある。受認者の忠実義務違反 (受認者自身や第三者の利益を図る行為)を 抑制する

だけでなく,善 管注意義務違反 (注意を怠って任務を全うしないこと)を 予防 ・発

見する手だてとなる」(同163頁)と する。

(5)変 額保険の勧誘における生命保険募集人の説明義務違反に基づ く不法行為責任を

肯定した最初の最高裁判決である最判平成8年10月28日金法1469号49頁は,「変額保

険の性質,変 額保険の発売の経緯等に照らし,募 集人は,変 額保険募集に当たり,

顧客に対 し,変 額保険に対する誤解から来る損害発生を防止するため,変 額保険が

定額保険とは著 しく性格を果にし,高 収益性を追求する危険性の高い運用をするも

のであり,か つ,保 険契約者がその投資リスクを負い,自 己責任の原貝Jが働 くこと

を説明すべき法的義務が信義則上要求されているものというべきであ」るとする。

その他に,「証券会社及びその使用人は,投 資家に対 し証券取引の勧誘をするに当

たっては,投 資家の職業,年 齢,証 券取引に関する知識,経 験,資 力等に照らして,

当該証券取引による利益やリスクに関する的確な情報の提供や説明を行い,投 資家

がこれについての正しい理解を形成した上で,そ の自主的な判断に基づいて当該の
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証券取引を行うか否かを決することができるように配慮すべき信義則上の義務」

「を負うものというべきであ」るとする東京高判平成8年11月27日判時1587号72頁,

「インパクト・ローンの利用を勧誘する銀行は,そ の仕組,市 場金利,相 場性,為

替相場の変動による危険性,そ の対処策として先物予約を併用する方法のあること

等を十分に説明してその理解を得るべき信義則上の義務を負担するというべきであ

る」とする大阪地判昭和62年1月29日判時1238号105頁等がある。

(6)京 都地判平成3年10月1日判時1413号102頁は,「フランチャイズシステムにおいて,

店舗経営の知識や経験に乏しく,資 金力も十分でない個人が,本 部による指導や援

助を期待してフランチャイズ契約を締結することが予定されていることに鑑みると,

フランチャイザーは,フ ランチャイジーの募集に当たって,契 約締結に当たつての

容観的な判断材料になる正確な情報を提供する信義則上の義務を負っていると解す

べきである」との見解を示 し,「市場調査における売上予測の限界やフランチャイ

ズ ・チェーン店の経営のリスク等についての十分な説明を行っていなかったものと

推認される」として,フ ランチャイザーの損害賠償責任を肯定した。

(7) 「 契約の目的 ・性質によっては一定の債務の存在が承認されるべきである」「法

律論としては信義則[一条二項]で根拠づけざるをえない場合が多い」とした上で,

「契約当事者間に情報の収集 ・蓄積をする能力」「において著しい格差のある場合

には,こ の格差を解消するための義務が認められるべきである。その根拠は,格 差

を解消してはじめて契約の自由の原則が実質的に確保されるという点に求められる

べきである。具体的には,説 明 (情報提供 ・開示)・助言 ・指示 ・警告義務である」

と述べる平井宜雄 『債権総論 (第二版)』(弘文堂 ,1994)51頁以下を参照。

(8)名 古屋地判昭和56年11月18日判時1047号134頁は,「治療行為にあたる医師は,緊

急を要し時間的余裕がない等,格 別の事情のない限り,患 者において当該治療行為

をうけるかどうかを判断決定する前提として,治 療の方法 ・効果あるいは副作用の

有無等について息者に説明をする義務があるというべき」であるとの見解を示し,

医師の説明義務違反に基づく債務不履行責任を肯定した。同様の趣旨の見解を示し,

医師の説明義務違反に基づ く責任を肯定した裁判例として,横 浜地判昭和58年6月24

日判夕507号250頁,名 古屋地判昭和59年4月25日判時1137号96頁,新 潟地判平成6年

2月10日判時1503号119頁等がある。
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(9)こ れは,我 が国の民法の教科書 ・体系書において,一 般的にみられる状況である。

情報請求権 (事案解明義務)に ついての民事訴訟法上の議論 (これについては,後

掲注(13)参照)に も同様の傾向がみられる。伊lえば,「わが国では実体法上の情報

請求権に関する明文規定が,も うほとんどといってよい位ございません。」「そのよ

うに実定法上の明文規定を欠いているということから,わ れわれがいくら実体法上

の情報請求権,解 明義務は必要だと叫びましても,実 体法学者の協力はそう容易に

は得られないであろう」とする 「討論」民訴雑誌29号 (1983)109頁[鈴木正裕発言]

を参照。このような状況は,将 来のリスクについての情報提供義務が,そ れについ

ての明文の定めが存在 しないにもかかわらず,義 務を課す必要性と妥当性とを実質

的に考慮 して,信 義則によって基礎づけられているのと対照的である。

(10)新 堂幸司 「診療債務の再検討一一医師の弁明義務を手がかりとして一一」同 『民

事訴訟法学の展開』(有斐閣 ・2000)116頁 (初出 ・東京弁護士会 F昭和50年度 ・弁

護士制度100年東京弁護士会秋期講習会講義録』(1976)88頁以下)は ,「説明義務

というのは,こ れから非常に危険な手術をしようかどうかというときに,医 者が患

者なりその家族に,こ の手術は非常に危険である。しかしこの手術をしてもし成功

すれば, もっと生き延びられるかもしれない,ほ おっておいたらほどなくだめだと

いうような説明をする場面を考えています。患者狽lの承諾を得たり,そ の承諾が有

効となる前提としての説明義務という場面でのみ問題にされているように思うわけ

です。しかし,私 がここで強調 したいと思いますのは,診 療が終わった後に,診 療

の経過と結果に至る原因について医者というものは,も っと息者に説明ないし弁明

をすべきではないかということであります」とし,同 「訴訟提起前におけるカルテ

等の岡覧 ・謄写について」(同170頁)(初 出 。東京弁護士会人権擁護委員会医療問

題部会主催のシンポジウムにおける講演 (1978):判夕382号(1979)10頁以下)は ,

「どうも診療行為の前と後での説明義務というのは,相 当違った内容のものではな

いかと思われます」とする。これに対 して,佐 藤彰一 「医療記録の提出義務」年報

医事法学1号 (1986)120頁以下は,「診療中と診療後とで医療過程 と紛争過程が別

れるのではなく,こ の両者は重層構造になっており,あ る程度,同 時平行的にすす

む場合があると考えられる」,医 療としての説明義務 (医的侵襲の正当化のための

説明義務等)と 医療記録の提出義務等とは,「診療中と診療後という時系列的な区
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別のもとに考察」するのではなく,「過程局面の違いと理解 したほうが適切のよう

に思われる」とする。

(11)東 京高判昭和61年8月28日判時1208号85頁は,「医療契約は」「一種の準委任契約

であると解せられる。したがって,基 本的には民法六四五条の法意により,医 師は,

少なくとも本人の請求があるときは,そ の時期に説明 ・報告をすることが相当でな

い特段の事情のない限り,本 人に対 し,診 断の結果,治 療の方法,そ の結果等につ

いて説明 ・報告をしなければならないと解すべきである。しかしこのように義務と

解される説明 ・報告の内容 ・方法等については,患 者の生命 ・身体に重大な影響を

及ぼす可能性があり,か つ,専 門的判断を要する医療契約の特質に応じた検討が加

えられなければならない。」「説明 ・報告に当たっては,診 療録の記載内容のすべて

を告知する義務があるとまでは解し難 く,そ の方法も,当 然に,診 療録を示して行

わなければならないものではない」との見解を示 し,「医療事故等の発生が前提と

されたり,診 療録の記載そのものが問題とされたりするなど,診 療録閲覧の具体的

必要性があると考えられるような事情の存する場合において,医 療契約に基づ く診

療録閲覧請求権について,何 らかの異なる立論をする可能性がある」としつつも,

「本件において,そ のような事情の存在についての主張立証はない」として,患 者

の診療録閲覧請求を棄却した。

(12)カ ルテ等の診療情報の活用に関する検討会 「カルテ等の診療情報の活用に関する

検討会報告書」ジュリ1142号 (1998)65頁以下は,「診療情報とは,医 療の提供の

必要性を判断し,又 は医療の提供を行うために,診 療等を通じて得た患者の健康状

態やそれらに対する評価及び医療の提供の経過に関する情報であ」るとした上で,

「医療側は,息 者に対する報告義務の一環として診療情報を提供しなければならな

いものと考えられる (民法第六四五条)」とする。

(13)我 が国においても,法 律関係の一方当事者 (権利者)が ,自 己の権利に関する情

報を十分に有していないために,他 方当事者 (義務者)に 対する権利を行使 ・実現

することが困難であるという状況は,他 人の事務を処理する法律関係に限らず存在

することが認識されてはいる。従来から,民 事訴訟実務において,文 書提出命令が

利用されており (旧民事訴訟法312条,新 民事訴訟法 (平成8年6月26日法律109号)

220条。文書提出義務に関する民事訴訟法上の規定の変遷と裁判例の展開について
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は,上 野泰男 「文書提出義務に関する判例について(1)」法学論集47巻5号 (1997)

112頁以下参照),さ らに,新 民事訴訟法では,当 事者照会制度 (163条)が 新設さ

れたことによつて,訴 訟係属中に訴訟の両当事者間の情報流通を促進する方法が拡

充された。しかしながら,こ れらには,そ の妥当領城が訴訟手続内に限られるとい

う限界が存在する (一部学説によつて,証 拠保全手続 (旧民事訴訟法343条以下,

新民事訴訟法234条以下)の 拡張的な利用により,証 拠開示的機能を持たせるべき

であるとの主張がなされているが (小島武司 『民事訴訟の基礎法理』(有斐閣 ・1988)

87頁 (初出 ・同 「証拠保全の再構成一一 『挙証限界』と 『二重機能』の理論をめぐっ

て一―」自由と正義29巻4号 (1978)28頁以下)),こ れについても,本 来の制度趣

旨からの限界,及 び,裁 判所の関与の下で行われる手続であるという妥当領域に関

する限界が存在する)。これに対 して,近 時,主 として, ドイッ法を参考としつつ,

訴訟手続内での権利者の義務者に対する情報請求権 (義務者の事案解明義務)の 前

提として,あ るいは,そ れと並ぶものとして,訴 訟手続外 (主として訴訟準備段階)

における情報請求権に注目する見解が現れている (春日偉知郎 「情報請求権―一そ

の実行手続と現代的意義一一」同 『民事証拠法論集一―情報開示 ・証拠収集と事案

の解明』(有斐閣 ・1995)71頁 以下 (初出 ・木川統一郎古稀 『民事裁判の充実と促

進 (中巻)』(判例タイムズ社 ・1994)159頁 以下)は ,「債権者が抽象的な請求及び

証拠申出しかできない反面,相 手方である債務者の方は,当 該債権をめぐる事実関

係について詳細を知っており,事 案の解明及び証拠の提出を容易に行うことができ

るという状況が定型的である場合には,債 権者と債務者との法律関係から見て,不

特定の請求及び漠然とした証拠申出を避けるために,債 務者に対して当該債権に関

する情報の提供を義務づけ,事 実関係の解明を期待する方が公平 ・妥当である場合

がある」との指摘を行つた上で,訴 訟に先立つ段階においても情報請求権を積極的

に活用すべきであるとの主張を行う)。もっとも,そ の基礎となる実体法上の情報

請求権,及 び,そ れに対応する情報提供義務 (報告義務 ・顛末報告義務)に ついて,

安定 した理解は示されていない (小林秀之 「情報請求権と占有訴権」小林秀之=角

紀代恵 『手続法からみた民法』(弘文堂 ・1993)133頁 は,「情報請求権の内容をど

のように構築していくかは今後の民法学の課題であろう」とする)。
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Ⅱ BGBの 規定状況と基礎にある考え方

1.序 論

BGB666条 は,委 任契約について,「受任者は委任者に対 して,必 要な通知

を行い,委 任者の請求に基づいて,事 務の状況を報告し,委 任の履行後に顛末

を報告する義務を負う」と規定している。

同条は,委 任者の請求がない場合であっても,必 要な通知を行うべき義務

(通知義務 :Benach五chtigungspnicht)について明文で定めている点,及 び,

報告義務 (Auskun■spnicht)のみならず顛末報告義務 (Rechenschaftspnicht)

も委任者の請求に基づいて履行されるべきであるとしている点で,日 本民法645

条と異なっている。もっとも,我 が国においても,善 管注意義務 (644条),あ

るいは,信 義則を基礎として,委 任者の利益のために必要があれば,受 任者は,

委任者の請求を待たないで報告すべきであるとされており(141,また, ドイツ法

においても,顛 末報告の請求は,黙 示のものでも足 りると理解されていること

からdD,こ の点に関して,日 本法とドイツ法とには実質的には大きな差異は存

在 しないものということができる。

さらに,BGB666条 は,社 団の理事 (27条3項),有 償事務処理者 (675条),

事務管理人 (681条2文),業 務執行組合員 (713条),遺 言執行者 (2218条)と

いった他人の事務を処理する者に準用されている(略)。この限りでは,受 任者の

委任者に対する報告義務 ・顛末報告義務についての規定を置き,こ れを,他 人

の事務を処理するその他の法律関係に準用する我が国の民法とBGBと は共通

の構造を有 している。

これに対 して,BGBに 特徴的なのは,666条 ,及 び,そ の準用規定の他に,

報告義務 ・顛末報告義務 (あるいは,そ れに対応する報告請求権 ・顛末報告請

求権)に ついて定める多 くの個別規定が存在し(1の,さ らに,そ れら個別規定に

よって基礎づけられる報告義務 ・顛末報告義務の履行方法に関する一般的な規

定 (259条u働,260条(Ю))も置かれている点である90。

ドイツにおいては,こ のような豊富な規定を手がかりとして,さ らに,そ の
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基礎にある考え方に基づいて,報 告義務 ・顛末報告義務についての学説 ・裁判

例の展開がみられる。そこで,回 においてドイツ法における学説 ・裁判例を考

察するための視点を得るために,以 下では,ま ず,BGB成 立までの議論状況

とBGBの 規定状況とをみることによつて,BGBに おける報告義務 ・顛末報告

義務についての規定の基礎にある考え方を明らかにする。

なお, ドイツ法においては,Auskuntspflicht(報 告義務)と Rechenschaftspnicht

(顛末報告義務)の 語は多義的に用いられる。受任者の委任者に対する報告義

務と顛末報告義務といつた場合のように,そ れぞれ独立した情報提供義務の一

種を意味する場合の他に,受 任者の委任者に対する通知義務 ・報告義務 ・顛末

報告義務を併せてAuskunftspnichtと呼ぶ場合もある。また,Auskunftspユ icht

は,報 告義務 ・顛末報告義務を併せた広義の報告義務の意味で用いられる場合

もある。反対に,Rechenschaispnichtが 課せられるという場合に,顛 末報告

義務のみならず,当 然に,報 告義務も課せられるということを含意している場

合がある。以下では,い ずれの意味で用いられている場合にも,Auskuttspflicht

は 「報告義務」,Rechenschattsp■ ichtは 「顛末報告義務」として,特 に必要な

場合には,そ の意味を示す。

さらに,BGB259条 は,顛 末報告義務の履行方法として計算報告義務につい

て規定しているが,Rechenschaft(顛 末報告)と Rechnungslegung(Rechnungsab―

lage:計 算報告)の 語も,必 ずしも,常 に,意 識的に区別して用いられている

わけではない。これについても,以 下では,Rechenscha比 は 「顛末報告」,

Rechnungslegung(Rechnungsablage)は 「計算報告」として,特 に必要な場

合には,そ の意味を示すこととする。

(14)例 えば,幾 代通=広 中俊雄編 『新版注釈民法(16)』(有斐閣。1989)238頁 [明石

三郎]。

(15)委 任者が,事 務処理の結果について未だ情報を与えられておらず,委 任者の財産

的利益が関係する場合には,請求は黙示になされたものとされると述べるMunchener

Kommentar zum Burgerlichen Gesetzbuch(以下では,Munchener/執 筆者名で
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引用)Bd.4.,3,Aun.,1997,§ 666 Rn,11[Hans Hermann Seiler],及 び,顛 末報告

の請求は,明 示になされる必要はなく,事 務処理がJ又入 ・支出と結びついている場

合,す なわち,委 任者の財産的利益が関係する場合には,容 易に認められるとする

Das駈 餃diche Gesetゐuch mit besonderer B釘陀ksにhtimg der Recttsprechtt des

Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofes(以 下では,RGRK/執 筆者名で引用)

Bd.Il.Tei1 4.,12.Aufl.,1978(7.Lieferung 1974),§666 Rn。13[Erich Steffen]を参

照。

(16)さ らに,BGB86条 1文は,財 団の理事について27条3項を準用 し,687条 2項は,

準事務管理の管理者に対 して,本 人が,681条 に基づ く権利を行使することができ

る旨を定めている。また,1978条 l項は,遺 産管理が命 じられたり,遺 産破産が開

始した場合に,相 続人は,そ れまでの遺産管理について,遺 産債権者に対 して,相

続承認のときから受任者として遺産を管理した場合と同様の責任を負い,相 続承認

前に相続人が処理した相続財産に関する事務については,事 務管理に関する規定が

準用されると定めている。これらは,い ずれも,他 人の事務 (主として,財 産管理

事務)を 処理する者についての規定である。

(17)列 挙すると以下のとおりである。402条 (債権の譲渡人の報告義務),413条 (402

条の債権以外の権利の譲渡人への準用),444条 (売主の報告義務),445条 (444条

の有償契約への準用),515条 (444条の交換契約への準用),523条2項 (444条の贈

与契約への準用),740条 2項 (組合の脱退者の顛末報告請求権 ・報告請求権),799

条2項 (無記名債権証書の発行者の従来の所持人に対する報告義務),1214条 l項

(収益権を有する質権者の顛末報告義務),1379条 (法定夫婦財産制終了時の配偶

者の報告義務),1435条2文 (夫婦合有財産の管理を行つた配偶者の報告義務),1580

条 (離婚 した配偶者相互の報告義務),1605条 (直系血族の扶養義務に関する報告

義務),1698条 (子の財産管理終了時の両親の顛末報告義務),1799条2項 (後見人

の報告義務),1890条 (後見人の職務終了後の顛末報告義務),1891条2項 (後見監

督人の報告義務),1915条1項 (後見の規定の監護への準用),2011条 (法定相続人

としての国庫の報告義務),2012条 (遺産保護人 ・遺産管理人の報告義務),2027条

(表見相続人 ・相続財産の占有者の報告義務),2028条 (被相続人の同居人の報告

義務),2057条 (共同相続人の報告義務),2127条 (後順位相続人の報告請求権),



190  彦 根論叢 第 327号

2130条2項 (先順位相続人の顛末報告義務),2182条 (444条の遺贈への準用),2314

条 (遺留分権利者に対する相続人の報告義務),2362条2項 (不真正な相続証書占有

者の報告義務)。

(18)259条 「(1)収入,又 は,支 出を伴う管理について願末を報告する義務を負う者は,

権利者に対 して,収 入支出を正確にまとめた計算を報告し,か つ,証 書を交付する

のが通常である限り,証 書を提出しなければならない。12)計算の中の収入に関する

報告を必要な注意をもってしていないと認める事由があるときには,義 務者は,請

求により,自 己が良心に従ってできる限り完全に収入を報告した旨を宣誓に代えて

調書上に保証 しなければならない。13)事務が軽微である場合には,宣 誓に代る保証

をする義務はない」。

(19)260条 「(1)目的を包括 して引き渡し,又 は,包 括された目的の現状について報告

する義務を負う者は,権 利者に対 して,現 状についての日録を提出しなければなら

ない。(2)目録を必要な注意をもって作成していないと認める事由があるときは,義

務者は,請 求により,自 己が良心に従いできる限り完全に現状を報告した旨を宣誓

に代えて調書上に保証しなければならない。(3)259条3項の規定は,こ の場合に適用

する」。

(20)さ らに, ドイツ法にお1する報告義務 ・顛末報告義務は,そ の履行請求権の実現方

法の点でも以下のような特徴を有 している。第一に,報 告義務 ・顛末報告義務の履

行がなされない場合,あ るいは,不 完全にしかなされなかった場合には,間 接強制

(ドイツ民事訴訟法 (以下,ZPOと する)888条 )に よつて報告義務 ・顛末報告義

務自体の履行を求める方法の他に,そ の履行方法である計算報告 (BGB259条),

現状についての目録の提出 (BGB260条)に ついて,宣 誓に代る保証を求めること

ができる (ZP0889条)こ とである。さらに,第 二に,報 告義務 ・顛末報告義務は,

それ自体の履行を独立して訴求する他に,宣 誓に代る保証,及 び,主 請求 (受取物

の引き渡し請求等)と 併合することができることである。ZP0254条は,「計算書作

成, もしくは,財 産目録提出,又 は,宣 誓に代わる保証をすることを求める訴えと,

被告がその原因たる法律関係によって債務を負っているものの引き渡しを求める訴

えとを併合するときは,原 告の請求している給付を特定する記載は,計 算結果の通

知,財 産目録の提出,又 は,宣 誓に代る保証がなされるまでこれを留保することが
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できる」と定めている。これは,段 階訴訟 (Stufenklage)と呼ばれ,計 算報告 ・

財産目録の提出 (さらに,場 合によっては,宣 誓に代る保証)の 履行請求 (これら

は準備的補助請求 :vorbereitender Hilfsanspruchと呼ばれる)に 対する審理 ・判

決 ・履行がなされた後に,主 請求 (Hauptanspruch)についての審理がなされると

いうものであり,そ の時点まで,主 請求についての訴状の必要的記載事項のうち,

請求の対象,及 び,原 因の記載 (Angabe),並びに,申 し立て (Antrag)について

特定性が要求されないという特徴を有する (ZP0253条2項2号の例外)。同条の妥当

範囲は,計 算報告 ・財産目録の提出の場合を越えて,報 告義務 ・顛末報告義務全般

に拡大されている。段階訴訟の妥当範囲の拡張状況については,例 えば,Dorothea

Assmann,Das Verfahren der Stufenklage,Diss。,1990,S。25ff.を参照。 このよう

に,主 請求に対する準備的請求として報告義務 ・顛末報告義務の履行を求める手続

が整っていることもあり, ドイツ法においては,報 告義務 ・顛末報告義務の準備的

性質が強調されている。しかしながら,そ れにもかかわらず,こ れらの義務の呆た

すべき機能が,準 備的なものに限られないと理解されていることは注目すべきこと

である。報告義務 ・顛末報告義務の機能については,皿 1.を 参照。

2.BGB成 立までの議論状況

(1)起草者提出資料の位置づけ

19世紀初頭に始まった ドイツにおける統
一民法典編纂に向けての動 きの中で,

1874年,第
一委員会は,部 分草案 (Tellentwurf)の作成を五名の起草者に委

託 した。債権法 についての部分草案は,担 当者であるフォン ・キューベル

(von Kubel)の 病のために作成作業が遅延 し,そ の死によつて未完に終わっ

た。その結果,委 任契約の章について部分草案は作成されず, ドレスデン草案

(Dresdener Entwurf)セ
1)と起草補助者 (Hilfsarbdter)の集輯 した資料集とが

起草者提出資翠
2のとして第一委員会での審議の基礎 とされた。〕。

第一委員会における審議のたたき台とされたドレスデン草案は,受 任者の義

務について,以 下のように規定していた。

699条 「受任者は,事 務処理のために委託された物,あ るいは,事 務処理の

お果,委任者のために取得したり受領したりした物を全て,委任者に対して引
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き渡す義務を負い,さ らに,事 務処理について,委 任の終了の後に顛末を報告

する義務を負う」。

第一委員会では,受 任者が委任終了前にも報告義務を負う旨を規定すべきで

あるとの提案,及 び,顛 末報告義務の一履行方法として計算報告義務について

規定すべきであるとの提案がなされた。前者が,第
一草案では採用されなかっ

たのに対 して,後 者については,第
一草案で実現をみることとなった。 ド レス

デン草案が計算報告義務についての規定を有していなかったことを考えあわせ

ると,こ の点について,起 草者提出資料所収の学説の与えた影響は大きなもの

であったと思われる。

そこで,BGBの 規定状況の基礎にある考え方を探るために,以 下では,ま

ず,起 草者提出資料に収められた学説の状況をみていくこととする。

(2)立法過程において参照された学説の状況

BGB成 立以前の報告義務 ・顛末報告義務 (及び,そ の履行方法としての計

算報告義務)に ついての議論状況の中で,以 下で取り上げる学説は,二 つ点で

特徴を有していた。第一に,こ の当時,報 告義務 ・顛末報告義務 (とりわけ,

計算報告義務)は ,将 来の請求権 を確保するための準備的な手段 (ein

vorbereitendes Mittel)であるとの理解2つが示されていたのに対して,こ れら

が,単 に準備をするという目的 (rein praparatOrische Zwecke)にのみ資す

るものではないとの考え方を示していたことである。9。そして,第 二に,他 人

の事務を処理する法律関係が,一 方当事者による他方当事者に対する情報の提

供が本来的に要請される法律関係であるとの認識を有しつつも,権 利者自身に

よる権利の行使 ・実現が不可能 ・困難であり,義 務者のみがこれに関して正確

な情報を与え得ることを本質とする法律関係について,報 告義務 ・販末報告義

務 (計算報告義務)の 妥当範囲を (法律に規定のある場合に限らず)広 く認め

るべきであるとの主張を行ったことである。

第下の点には,BGB成 立後の学説の理解の端緒となる考え方を認めること

ができるが,起 草者提出資料に収められたのは,そ れぞれの第二の点に関する
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主張の部分であった。

BGB編 纂のための準備作業の始まった1874年に公表された論文物0において,

ベーア (Bahr)は ,本 質的に,権 利者が,義 務者に対する自己の請求権がど

のように根拠づけられ,限 界づけられるのかということを知 り得ないような法

律関係においては,権 利者自身による権利の根拠づけとは異なった方法による

権利の行使 ・実現を可能にする手段として,義 務者による計算報告 ・顛末報告

が要請されるとの主張を行ったの。そして,相 手方にこのような義務が課せら

れる法律関係 とは,「ある者が,職 業上,あ るいは職業外で,他 人の財産を管

理し,他 人の事務を処理する」法律関係であるとの一般的命題を提示した。そ

の上で,「他人の財産を管理 し,他 人の事務を処理する法律関係」は,委 任契

約,事 務管理,後 見には限られず,果 実の引渡請求権や相続回復請求権が問題

となる場合もこれに該当すると述べたCD。

これは,主 として,代 理人 (受任者),事 務管理人,後 見人を本来的な名宛

人としつつ,「他人の財産の管理人」「他人の事務の処理者」の義務として計算

報告義務 (顛末報告義務)を 把握したローマ法の状況2のをふまえた上で,権 利

者自身による権利の基礎づけが不可能 ・困難であるという特徴を有する法律関

係において,権 利者の権利の行使 ・実現を保障するという実質的な要請に基づ

いて,「他人の財産の管理人」「他人の事務の処理者」の範囲を広いものと理解

し,結 果として,顛 末報告義務 ・計算報告義務の妥当範囲を広 く認めるべきで

あるとするものである。

同様に,デ ルンブルク (Dernburg)は,1878年発行のプロイセン私法に関

する体系書00において,顛 末報告義務 ・計算報告義務の妥当範囲を広 く認め

るべきであるとの立場に立ち,他 人の計算のために行動する者のみならず,自

己の利益のために他人の物を保有する者, とりわけ,他 人の物の占有者にも計

算報告義務が課せられるとの主張を行った。その根拠としては,ロ ーマ法が,

計算報告義務と報告義務 (顛末報告義務)と を,代 理人 (受任者),後 見人,

事務管理人にのみ課 していたのに対 して,プ ロイセン法01),及び,プ ロイセ

ンの実務,普 通法下の諸ラントの実務は共通して,そ の妥当範囲を拡張してい
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ることGの,そ して,よ り実質的には,こ のような関係においては,他 人の物の

占有者のみが,正 確な情報を与えることができるのが通常であることが挙げら

れているOめ。

ここでも,規 定の存否にとらわれず,基 礎にある法律関係の性質を実質的に

考慮 して,顛 末報告義務 ・計算報告義務の妥当範囲を広く認めるべきであると

の考え方が示されている。

(3)立法過程における議論状況とBGBの 規定状況

権利者が自己の権利に関する情報を十分に有していないために,そ れを行使

・実現することが不可能 ・困難であり,義 務者のみがそれに関して正確な情報

を与え得ることを本質とする法律関係において,義 務者による権利者に対する

情報の提供を広 く義務づけるべきであるとするベーアとデルンブルクの見解は,

必ずしも,計 算報告のみを念頭に置いたものではなかった。ところが, ドレス

デン草案には計算報告義務についての規定が置かれておらず,そ れにもかかわ

らず,BGBに おいては,計 算報告義務について規定する必要性が大きいと考

えられたためか,こ れらの見解は,起 草者提出資料において,計 算報告義務に

ついてのものとして紹介されたGつ。

その結果,BGBに は,報 告義務 ・顛末報告義務についての一般的な規定は

置かれず,計 算報告義務について比較的一般的な性格を有する規定 (259条)

が置かれることとなった。もっとも,BGBに は,報 告義務 ・顛末報告義務に

ついての多 くの規定が置かれており,そ のほとんどが,第
一草案において既に

定められていたことから,ベ ーアとデルンブルクの見解は,BGBの 規定上,

報告義務 ・顛末報告義務についての豊富な個別規定という形で体現されている

ということもできる。

以下,BGB666条 の立法過程を中心に,議 論の変遷を辿ることとする。

第一委員会での審議において,フ オン・ヴェーバー (von Weber)は ,受 任

者の顛末報告義務に加えて,計 算報告義務についても規定すべきであるとの提

案を行しぎ30,受 け入れられた。これに対 して,「受任者は,委 任の完全な履行,
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あるいは,解 消以前にも,委 任者の請求に基づいて,事 務の状況について報告

をする義務を負う。・・。」との定めを置くべきであるというプランク (Planck)

の提案(30は,採 用されなかった。第一草案の理由書 (Motive)に よれば,こ

れは,報 告義務 (及び,通 知義務)は ,委 任関係の本質自体から生じる義務で

あり,受 任者は当然これを負うと考えられたためであるOの。

以上の審議を経て起草された第一草案591条は,「受任者は,委 任者に対して,

委任の履行に関して顛末を報告する義務を負う。財産管理に際しては,受 任者

は,委 任者に対 して,収 入支出を正確にまとめ,証 書を具えた計算を報告しな

ければならない」と定める。

このように受任者の義務としてのみ計算報告義務を定める第一草案に対して

は,広 く他人の事務を処理する者一般に妥当する義務として計算報告義務を規

定するべきであるとの批判が,ベ ーアによって加えられた●D。

これを受けて,第 二委員会で審議がなされた結果,計 算報告義務は,多 くの

個別規定によって定められている顛末報告義務の一履行方法として位置づけら

れ,こ れについて総則的な規定 (第二草案698条,BGB259条 )が 置かれるに

至った。

また,第 二委員会においても,受 任者の報告義務 (及び,通 知義務)に つい

て明文で規定すべきであるとの提案がなされ,受 け入れられた。これは,委 任

者は,必 要な場合には介入したり,変 更を加えたりするために,委 任関係の存

続中にも,受 任者がどのように行動 したかを知ることに大きな利益を有してい

ることから,報 告義務 (及び,通 知義務)を 明文で定めることによって,そ の

存在を強調すべきであると考えられたためであるOの。

以上の審議を経て起草された第二草案597条は,受 任者の義務として通知義

務 ・報告義務 ・顛末報告義務について定めるBGB666条 と同文の規定内容を有

するものとなった。

( 2 1 )ド レスデン草案については以下のものによった。B e r n h a r d  F r a n c k e ( H r s g . ) ,

Entwurf eines allgemeinen deutschen Gesetzes uber schuldverhatnisse, 1866, in
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:Neudrucke privatrechtlicher Kodifikationen und Entwurfe des 19.」ahrhunderts

Bd.2.,1973.なお,フ ォン・キューベルが, ドレスデン草案の起草において指導的

役害Jを果たしたことについては,Werner Schubert,Entstehungsgeschichte des

Burgerlichen Gesetzbuchs,ini ders.lHrsg.),Materialien zur Entstehungsgeschichte

des BGB,1978,S.37を 参照。この意味で, ドレスデン草案は,実 質的にも部分草

案を代替するものであったということができる。

(22)起 草者提出資料については,以 下のものによつた。Werner Schubert(Hrsg。),Die

Vorlagen der Redaktoren fur die erste Kornlnisslon zur Ausarbeitung des

Entwurfs eines Burgerlichen Gesetzbuches, Unveranderter photomechanischer

Nachdruck der als WIanuskript vervielfaltigen Ausgabe aus den Jahren 1876 bis

1 8 8 7 (以下では,Vod a g e nと略記).

(23)Schubert,a.a,0.lAnm。 21),S.431.,bes.S,45.

(24)例 え↓ゴ, Franz Fbrster/M.E.Eccius,Preuttisches Privatrecht I.Bd.,6.Aufl.

1 3 . d e r  n e u e n  B e a r b e i t u n g ) , 1 8 9 2 , S . 2 2 7 .なお,プ ロイセンー般ラント法 (以下,

A L Rとする)(こ れについては以下のものによつた。Al l g e m e i n e s  L a n d r e c h t  t t r

die PreuSischen Staaten von 1794, Textausgabe, MIit einer Eittdhrung von Hans

Hattenhauer und einer Bibliographie von Gunther Bernert, 1970,)は , 導入部

(Einleitung)89条 において,「法律によつて,あ る一定の権利を与えられている

者には,そ れを行使するのに必須の手段も認められる」と規定しており,こ のよう

な理解をもたらしやすかつたとも考えられる。

(25)す なわち,Otto Bahr,ueber die Verpnichtung zur Rechnungsablage,Jher」 b13

(1874),265は,権 利者は,計 算報告を受けて計算報告義務者の行為を吟味する利益

をも有するとの指摘を行い,Heinrich Dernburg,LehrbuCh des Preuttschen

Privatrechts 2.Bd.,1.Auユ.,1878(Nachdruck 1986),S.97f.は,計 算報告は関連す

る請求権を明確化する目的を有し,計 算報告権利者は,支 払いや残額の引き渡しを

促すことをもくろんでいるのが通常であるが,こ のことは計算報告請求権の必要条

件ではないとする。このような理解を積極的に評価するものとして,Treitel,Ueber

die ,,Rechenschaftsablage“ nach deIII Burgerlichen Gesetzbuche fur das Deut―

s c h e  R e i c h , A r c h B u r g R 1 4 ( 1 8 9 8 ) , 1 5 f . がある。
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Bahr,a.a.o.lAnm.25),S.251■

Bahr,a.a.o.lAnm。 251,S.254.

Bahr,a.a.o.lAnm.25),S.255i

これにつV てヽは, Adolf Klewitz,Die Verpflichtung zur Rechnungsstellung,Diss.,

1889, S.2ff.; Heinrich Zerhusen, Die Rechenschaftspflicht im Burgerlichen

Gesetzbuche,Diss.,1908,S.賀 吐 を参照。

Dernburg,a.a,0.lAnm.251,S.97ff..

ALRは ,受 任者の委任者に対する報告義務 (第1部第13章60条 )・顛末報告義務

(同章61条 )に ついての規定の他に,事 務管理者 (同章256条 ),他 人の財産を管理

する者 (同部第14章 109条 ,133条 ～144条 ),遺 産管理人 (同部第17章164条 ),業 務

執行組合員 (同章219条 ～229条 ),質 権者 (同部第20章 143条 ～145条 )等 について,

顛末報告義務 ・計算報告義務の規定を置いていた。

(32)同 様に,プ ロイセンの実務と普通法下の実務とが,顛 末報告義務を,法 律に規定

されている場合を越えて広 く妥当させているとの認識を示し,こ のような実務の傾

向を肯定的に受け止めるプロイセン法下の学説 として以下のものがある。C.F.

Koch(Hrsg.mit Kommentar in Anmerkungen),Allgemeines Landrecht ttr die

Prettischen Staaten,Unter Andeutung der obsoleten Oder aufgehobenen Vorschrift―

en und Einschaltung der jungeren nOch geltenden Bestilnlnungen ThellI. Bd.I.,

5.Aufl.,1870,Anm.20(4.A., 5.A.)zu §235;Franz Fbrster/M.E.Eccius,

Theorie und Praxis des heutigen gemeinen preuttischen Privatrechts I.Bd., 5.

AIl.2.der neuen Bearbeitungl,1887,S。22欲;Carl Roch011,Die Rechenschaftspdicht

und ihre Efullung,in:ders.,早 e9htS勉1le aus der Praxis deS Reichsgerichts Bd.

2., 1890, S.221ff.

(33)Dernburg,a.a.0。 lAnm.25),S.97.

(34) Werner schubert(Hrsg.),Vorlagen,Recht der Schuldverhaltnisse Tel12,1980,

S。921.

(35)Protokolle der[1.]Kommisslon zur Ausarbeitung eines Burgedichen Gesetzbuchs,

1 8 8 1 - 1 8 8 9 (以下,Pr O t o k 0 1 l e  Iとする),S. 2 4 2 5 , i n : H O r s t  H e i n r i c h」ako b s / W e r n e r

Schubert(Hrsg.),Die Beratung des Bdrgerlichen Gesetzbuchs in systematischer

(30

( 3 1 )
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Zusarnlnenstellung der unverbrentlichen Quellen Recht der Schuldverhaltnisse

田,1983,S.61.

(36) Protokolle I,S,2426,in:」akObs/Schubert(Hrsg.),a.a.0。 lAnm.351,S.61.

(37)Motive zu dem Entwurfe eines Burgerlichen Gesetzbuches ttr das Deutsche

Reich Bd.Il., 1888, S.537.

(38) Otto Bahr,Ein weiterer Beitrag zum burgerlichen Gesetzbuch,ArchBtirgR2

(1889),112生このベーアの批判は,第
一草案に対する意見集成にも収録されてい

る (Zusammenstellung der gutachtlichen AeuRerungen zu dem Entwurf eines

Burgerlichen Cesetzbuchs gefertigt im Reichs=Justizamt Bd.tEl.,(Neudruck der

Ausgabe 18901 1967,S.444r.)。なお,こ こで,ベ ーアは,計 算報告義務について8

条にわたる条文案を示 し,そ れぞれを,前 掲の論文 (ders.,a.a.0.lAnm。25))を

引用することによって基礎づけている。条文案第1条は,「他人の事務について,事

務の本人に対 して財産の引渡義務を負うに至るような行為をした者,あ るいは,そ

のような行為をすることを職業とする者は,同 時に,そ の引渡を確定することを目

的として,自 己の行為について事務の本人に対 して計算を報告しなければならない」

と定めており,計 算報告義務が引き渡 しを準備する機能を有することが明示されて

いる。

(39)Protokolle der Kommission ttr die zweite Lesung des Entwurfs des Burger

lichen Gesetzbuchs Bd.工,, 1898, S.358.

3 .小 活

以上から明らかになったのは以下の点である。

第一に,BGB成 立までの学説においては,他 人の事務を処理する法律関係

が,一 方当事者による他方当事者に対する情報の提供が本来的に要請される法

律関係であるとの認識が共有されていた。その一方で,権 利者が自己の権利に

関する情報を十分に有 していないために,そ れを行使 。実現することが不可能

・困難であり,義 務者のみがそれに関して正確な情報を与え得ることを本質と

する法律関係においては,義 務者による権利者に対する情報の提供が要請され

るとの実質的な判断に基づいて,他 人の事務を処理する法律関係を広い意味の



ドイツ法における報告義務と顛末報告義務 (1) 199

ものと理解し,法 律に規定が置かれている場合に限らず,広 く,報 告義務 ・顛

末報告義務 (計算報告義務)を 認めるべきであるとの主張がなされていた。

第二に,BGBに は,報 告義務 ・顛末報告義務について一般的に定める規定

は置かれておらず,こ れらについて定める多数の個別規定と,顛 末報告義務の

履行方法としての計算報告義務についての一般的な規定が置かれている。権利

者が自己の権利に関する情報を十分に有していないために,そ れを行使 ・実現

することが不可能 ・困難であり,義 務者のみがそれに関して正確な情報を与え

得ることを本質とする法律関係においては,義 務者による権利者に対する情報

の提供を義務づけるべきであるとの考え方は,BGBの 規定上,こ の限りで実

現されているということができる。

第三に,委 任契約の受任者の委任者に対する報告義務は,委 任者が事務処理

に介入したり,変 更を加えたりすることを可能にするという機能を有するもの

として,そ れを強調する趣旨で明文で定められたというBGB立 法過程におけ

る経緯が存在する。学説においても,報 告義務 ・顛末報告義務 (計算報告義務)

の果たすべき機能は,将 来の請求権を確保するという単なる準備的なものに限

られないとの認識が示されていた。

皿では,以 上のような報告義務 ・顛末報告義務についてのBGBの 規定状況,

及び,そ の基礎にある考え方を前提として展開しているドイツ法における学説

・裁判例の状況をみていくことによって,他 人の事務を処理する法律関係にお

ける報告義務 ・顛末報告義務の特徴を明らかにする。


